
   世田谷区公印規則の一部を改正する規則 

 世田谷区公印規則（平成元年３月世田谷区規則第４号）の一部を次のように改正す

る。 

別表４の部１９の項中「及び特別永住者証明書」を「、特定在留カード、特別永住

者証明書及び特定特別永住者証明書」に改め、同部２０の項及び２１の項中「及び特

別永住者証明書用」を「、特定在留カード用、特別永住者証明書用及び特定特別永住

者証明書用」に改め、同部２２の項中「個人番号カード用」の次に「、特定在留カー

ド用及び特定特別永住者証明書用」を加え、同部２３の項中「個人番号カード」の次

に「、特定在留カード及び特定特別永住者証明書」を加え、同部中３２の項を削り、

３１の項を３２の項とし、２６の項から３０の項までを１項ずつ繰り下げ、２５の項

を削り、２４の項の次に次の２項を加える。 

２５ 同 同 環境政策事務用 環境政策課長 

２６ 同 同 エコ住宅補助オンライン事務用 

別表４の部中８７の項を８８の項とし、３４の項から８６の項までを１項ずつ繰り

下げ、３３の項を３４の項とし、同項の前に次のように加える。 

３３ 同 同 保健福祉事務用 総合支所生活支援課長 

北沢総合支所保健福祉課長 

北沢総合支所健康づくり課 

長 

砧総合支所保健福祉課長 

別表６の部１５の項中「及び特別永住者証明書」を「、特定在留カード、特別永住

者証明書及び特定特別永住者証明書」に改め、同部１６の項及び１７の項中「及び特

別永住者証明書用」を「、特定在留カード用、特別永住者証明書用及び特定特別永住

者証明書用」に改め、同部１８の項中「個人番号カード用」の次に「、特定在留カー

ド用及び特定特別永住者証明書用」を加え、同部１９の項中「個人番号カード」の次

に「、特定在留カード及び特定特別永住者証明書」を加え、同表２０の部１の項を次

のように改める。 

１ 同 同 福祉事務用 総合支所生活支援課長 

世田谷総合支所保健福祉課 

長 

北沢総合支所保健福祉課長 

砧総合支所保健福祉課長 



附 則 

 この規則は、令和８年６月１４日から施行する。ただし、別表４の部中３２の項を

削り、３１の項を３２の項とし、２６の項から３０の項までを１項ずつ繰り下げ、２

５の項を削り、２４の項の次に２項を加える改正規定、同部中８７の項を８８の項と

し、３４の項から８６の項までを１項ずつ繰り下げ、３３の項を３４の項とし、同項

の前に次のように加える改正規定及び同表２０の部１の項の改正規定は、同月１５日

から施行する。 

 

 


